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■計画の策定（Plan）   

Ⅰ.組織の概要（令和４年１２月１日現在） 
所在地 本社・積替保管施設   〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 8489-1 

営業所・駐車場     〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名 9610 

環境経営システム組織 

 

 
 社 長（柏原義明）  

①経営における課題とチャンスの明確化、②環境方針の策定・

見直し、③環境目標及び環境活動計画の策定の指示及びその進

捗状況の評価、④環境経営システムマニュアルの承認、⑤全体

の取組状況の評価と見直し 

    

 管理責任者（柏原義明）  

 ①環境方針の周知と維持、運用、②経営システムの継続的改

善、③環境目標及び環境活動計画の策定と推進管理・評価・見

直し、④代表者による全体の評価・見直しへの報告、⑤環境関

連法令等のとりまとめと違法管理、⑥職員の教育・訓練の計

画・実施、 

 

      

        

営業（柏原義明）  総務（柏原義明）  積替一時保管場(深澤) 

市場開拓、営業、 

お客様の要求事項

の明確化・レビュ

ー 

 総務、経理、購買管理、収

集・運搬の計画・管理、搬

入受付・管理、ﾏﾆｭﾌｪｽﾄ管

理、搬出管理（中間処理委

託、有価物の販売）、お客様

満足度調査 

 搬入検査・計量、積替

え・一時保管、有価物の

拾集、重機類の管理 

     

      

   運輸（柏原義明）   

産業廃棄物の収集・運搬、 

車両管理     

   

 

  

代表者氏名 代表取締役社長 柏原 義明 
設立日 昭和 63 年 3 月 28 日 
資本金     ２千万円 
事業の概要 

（許可・登録 
状況、 

環境経営システム
組織図） 

産業廃棄物収集運搬業 
・産業廃棄物収集運搬業（積替一時保管を含む／相模原市） 
・産業廃棄物収集運搬業（積替一時保管を含まない／相模原市、神奈川県、 

東京都、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、静岡県、群馬県、愛知県） 
 環境経営システム組織図（右図） 

事業の規模 第 22 期 
(平成 20 年度)* 

～ 第 34 期 
(令和２年度)* 

第 35 期 
(令和３年度)* 

第 36 期 
(令和４年度)* 

 収集運搬量** 11,505t ～ 13,936t 13,242t 13,252t 
売上高 321 百万円 ～ 399 百万円 319 百万円 295 百万円 
資本金   20 百万円 ～ 同左 同左 同左 
職員数 22 名 ～ 19.1 名 17.1 名 18.1 名 
敷地面積 

（本社・積替一時保管場） 
（営業所・駐車場） 

 
1,112ｍ2 

1,320ｍ2 

 
～ 
～ 

 
同左 
同左 

 
同左 
同左 

 
同左 
同左 

* ：当社の事業年度は、5 月～翌年４月 
** ：積替・一時保管施設への搬入量＋中間処理施設等への直接搬出量 
 管理責任者氏名 代表取締役社長 柏原 義明 
 電話番号  042-778-6066 
 FAX 番号  042-778-0170 
 ﾎｰﾑﾍｰｼﾞのｱﾄﾞﾚｽ  Atomplant.com 
 
 廃棄物の収集 
運搬料金 

廃棄物の種類、量、運搬距離等によりお見積りいたします。 
お気軽にお問い合わせ下さい。 
アトムプラント株式会社  
営業担当（TEL 042-778-6066、FAX 042-778-0170） 
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Ⅱ. 対象範囲（認証・登録範囲） 

１．対象事業所  本社・積替一時保管場及び営業所・駐車場 
２．対象活動   産業廃棄物の収集運搬 

許可・登録状況（対象活動の 2023年 12月 1日現在の許認可状況等を①～③に示す） 
 
① 産業廃棄物収集運搬業（積替え・保管を含む） 

都道府県 

及び政令都市 
許可番号 

初回許可 

年月日 

許可の有効 

年月日 

取扱産業廃棄物の種類(注：石綿含有産業廃棄物を含む) 

廃プラスティック

類 

紙くず 木くず 繊維く

ず 

金属く

ず 

ガラス・コンクリートくず・陶磁

器くず 

がれき

類 

相模原市 09810000400 2000/04/01 2027/06/04 ○  ※1 ○ ※2 ○ ○ ○  ※2 ○  ※1※2 ○  ※1 

※1：石綿含有産業廃棄物を含む。 
※2：水銀使用製品産業廃棄物を含む。 
※3：水銀含有ばいじん等を含む。 
（注 1）取扱う産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物であるものを除く。 
（注 2）石綿含有産業廃棄物を含む旨又は水銀使用製品産業廃棄物を含む旨又は水銀含有ばいじん等を含む旨の注記がない種類については、 

石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を収集・運搬できない) 
 

【 積替一時保管場所の面積と保管上限量等 】 
積替一時保管場所：相模原市田名 8489 番地 1 他１筆 

                同上敷地面積  ：1,077ｍ2 
保管施設： ア 廃プラスティック類保管コンテナ(1 基)               最大保管量 22ｍ3 

                  イ 木くず保管コンテナ(2 基)                          最大保管量 22ｍ3×2=44ｍ3 
                       ウ 金属くず保管コンテナ(1 基)                         最大保管量 8ｍ3

 

                       エ ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず保管コンテナ(1 基)      最大保管量 8ｍ3 
                       オ がれき類(注)  保管コンテナ(1 基)                 最大保管量 8ｍ3   

                               カ 上記ア～オ混合保管ピット    保管面積 98.6ｍ2         最大保管量 119ｍ3  保管高さ 2ｍ 

                  キ 紙くず保管コンテナ(1 基)                     最大保管量 10ｍ3 
                  ク 繊維くず保管コンテナ(1 基)                            最大保管量 8ｍ3 

ケ 廃プラスティック類(※1)保管コンテナ(1 基)            最大保管量 4ｍ3 
コ ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(※1)保管コンテナ(1 基) 最大保管量 4ｍ3 

                       サ がれき類(※1)保管コンテナ(1 基)                      最大保管量 4ｍ3 

シ 金属くず(※2)、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(※2)保管コンテナ(1 基) 最大保管量 3.78ｍ3 
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② 産業廃棄物収集運搬業（積替一時保管を含まない） 

都道府県
及び政令
都市 

許可番号 
初回許可 
年月日 

許可の有効 
年月日 

取扱産業廃棄物の種類(注：石綿含有産業廃棄物を含む) 

燃え 
殻 

汚泥 廃油 廃酸 廃ア
ルカ
リ 

廃プラ
スティ
ック類 

紙く
ず 

木
く
ず 

繊維 
くず 

動植
物性
残さ 

ゴム
くず 

金属 
くず 

ガラス・コ
ンクリート
くず・陶磁
器くず 

鉱さ
い 

がれ
き類 

動物
の糞
尿 

動物
の死
体 

ばい
じん 

13号
廃棄
物 

相模原市 
（注 1） 

09810000400 2000/04/01 2022/06/04 ○※3 ○※2※3 ○※2 ○※3 ○※3 ○※1※2 ○※2 ○ ○ ○ ○※2 ○※2 ○※1※2 ○※3 ○※1 ○ ○ ○※3 ○※2 

神奈川県 
（※4） 

1402000400 1988/06/30 2027/06/04 ○ ○※2※3 ○ ○ ○ ○※1※2 ○ ○ ○ ○ ○ ○※2 ○※1※2 ○ ○※1 ○ ○ ○ ○※5 

東京都 1300000400 1990/01/24 2025/01/23 ○※1※2 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 

埼玉県 1102000400 1891/09/17 2026/09/16  ○    ○※1※2 ○ ○ ○  ○ ○※2 ○※1※2  ○※1     

千葉県 
（注 1） 

12000000400 2009/12/03 2025/03/31  ○    ○※6 ○ ○ ○   ○※7 ○※6  ○※1  ○   

山梨県 
（注 1、※8） 

01900000400 1992/11/05 2027/11/04  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※8  ○     

長野県 
（注 1） 

2009000400 1992/06/01 2027/06/09      ○ ○ ○ ○   ○ ○       

静岡県 02201000400 2011/10/24 2026/10/23      ○※1※2 ○ ○ ○   ○※2 ○※1※2  ○※1     

群馬県 01000000400 2013/03/11 2028/03/10      ○※10 ○ ○ ○   〇※11 ○※10  ○※12     

愛知県 
（※43） 

02300000400 2021/10/15 2026/10/14      ○※7 ○ ○ ○   ○※14 ○※15  ○※12     

※1：石綿含有産業廃棄物を含む。 
※2：水銀使用製品産業廃棄物を含む。 
※3：水銀含有ばいじん等を含む。 
（注 1）取扱う産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物であるものを除く（特記されているのは、相模原市、千葉県）。 
（注 2）石綿含有産業廃棄物を含む旨又は水銀使用製品産業廃棄物を含む旨又は水銀含有ばいじん等を含む旨の注記がない種類については、 

石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等（相模原市のみ）を収集・運搬できない) 
※4：営業の範囲は相模原市を除く神奈川県の区域。    
※5：ｺﾝｸﾘｰﾄ固化物に限る。 
※6：石綿含有産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く。   
※7：自動車等破砕物を除く。 
※8：石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有ばいじん等を含まない。 
※9：がれき類を除く。   
※10：石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物（環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。）を含む。 
※11：水銀使用製品産業廃棄物（環境省令で定める水銀回収を義務付けるものを除く。）を含む。 

がれき類を除く。 
※12：石綿含有産業廃棄物を含む。 
※13：水銀使用製品産業廃棄物う含む。 
※14：自動車等破砕物を除く。 
※15：ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの除く）及び陶磁器くず（自動車等破砕物を除く、石綿含有産業廃棄物を含む）   
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    ③ 産業廃棄物収集運搬車輌等 
 

車両：２ｔ小型ダンプ車            １台   備品：コンテナ（ＢＯＸ型）      ３ｍ3    30 個 
２ｔ小型クレーン付きダンプ車      ２台      コンテナ（ＢＯＸ型）      ４ｍ3    20 個 
２ｔダンプ車キャブオーバー車      １台      コンテナ（ＢＯＸ型）      ６ｍ3  120 個 
３ｔ脱着装置付きコンテナ専用車     ２台      コンテナ（アームロール型） ３ｍ3    30 個 
４ｔ脱着装置付きコンテナ専用車     ７台       コンテナ（アームロール型） ４ｍ3    20 個 
10ｔ大型ダンプ車            １台        コンテナ（アームロール型） ６ｍ3    120 個  

                 合計               １４台        合計              340 個 
               

重機：Ａ種工作車（日立ホイールローダー）   ２台       
            Ａ種工作車（カトウハサミ）       １台 
                  Ａ種工作車（カトウユンボ）       １台 

Ａ種工作車（クランディアフォークリフト）１台  
              合計                ５台  
 
 
 
 
 
 

３．対象活動のその他の認証・登録状況 
   東京都優良性基準適合認定 エキスパート 2-14-A0098 第５回更新・登録 有効期限 2023年 4月 1日から 2026年 3月 31日 
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Ⅲ.環境経営方針 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環 境 経 営 方 針 
 

１．当社は、社業である「産業廃棄物の収集運搬（積替・一時保管を含む）及び産業廃棄物の収集運搬（積替・一時保管を含まな

い）」 

が及ぼす「環境汚染の防止」、並びに「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然共生社会」の３つを統合した「持続可能な社会」の 

実現を積極的に推進するため、以下を実施する。 

 

① 経営における経営おける課題とチャンスを踏まえる。 
② 当社「環境経営システム」に従って適切に実施する「産業廃棄物の収集運搬量を増大する」 

③ 産業廃棄物の収集運搬に伴い発生する「二酸化炭素量を削減する」 

④ 積替一時保管される産業廃棄物から拾集する「有価リサイクル可能物の比率を増加する」 

⑤ 産業廃棄物の収集運搬実施に際して購入する機器・物品について、「グリーン購入の拡大する」 

⑥ 産業廃棄物の収集運搬実施時、積替一時保管時の「環境配慮を実施する」 

 

 ２．社業である「産業廃棄物の収集運搬」を実施するに当たり関連する「環境関連法規等を遵守する」 

 

３．上記を１.２.を達成するため、環境規格エコアクション２１に基づき社業の「産業廃棄物の収集運搬」に係わる「環境経営シ

ステム」を開発・構築、運用・維持、記録し、チェック・見直すことにより、その有効性を継続的に改善する。 
 

 

２０２３年 ６月 １日 

アトムプラント 株式会社 

                                        代表取締役社長 柏原 義明 
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Ⅲ. 環境経営目標（令和４年度～令和６年度＊） 

Ⅳ. 環境経営計画（令和４年度＊） 

＊：当社の事業年度は、5 月～翌年４月 

環境経営目標 

基準値 
（特に記述が無い場 
 合、基準値は平成

20 年度実績） 

令和６年度 
環境経営目標 
（中期目標） 

令和５年度 
環境経営目標 

令和４年度 
環境経営目標 

環境経営計画（令和４年度） 

達成手段 計画責任者 
／担当者 

１.産業廃棄物の収集 
運搬量の増大 

11,505ｔ 
 

基準値の５０％増大 
 
17,258ｔ 

基準値の５０％増大 
 
17,258ｔ 

基準値の５０％増大 
 
17,258ｔ 

「・新規お客様を月 4 件以上獲得」は、営業担当者
が、各自の営業計画に基づき、鋭意営業することに
よる 

営業責任者 
／営業担当者 

２.収集運搬車両燃料か
ら排出される CO２

排出量の削減 
{ただし、収集運搬 
量で除した収集運搬 
の効率（燃料使用量 
/収集運搬量)への 
換算が必要} 
 

76,576 ㍑×(排出係数
2.58 Kg-CO２/㍑) 
/11,505ｔ 
＝17.17 Kg-CO２/ｔ 
 
 
 

基準値の 39％削減 
 
 
10.47 Kg-CO２/ｔ 
 
 

 

基準値の 39％削減 
 
 
10.47Kg-CO２/ｔ 
 
 

 

基準値の 39％削減 
 
 
10.47 Kg-CO２/ｔ 
 
 

 

①運輸担当者はアイドリングストップ等のエコドラ
イブを推進、給油時にその量と走行距離及び燃料
消費削減に関して実施したこと、気のついたこと
を帳票「AER 22104 運転日報」に記録する 

②運輸責任者は①の内容をチェック、各車輌の軽油
使用量当たりの走行距離を算出、燃料消費削減状
況とそれらに効果のありそうな内容について取り
まとめ、全運輸担当者へ周知、実行させる 

③収集運搬車の配車計画を適切に計画する 

運輸責任者 
／運輸担当者 

３. 重機用燃料から排
出される CO２排出
量の維持 
{ただし、積換一時 
保場への搬入量で 
除した積替一時保 
管場の効率「（燃料 
使用量/積替保管 
場への搬入量)」 
への換算が必要} 

（平成 30 年度実績） 
{軽油 28,998 ㍑× 
(同排出係数 2.58 
 Kg-CO２/㍑)＋ 
SAB2,022 ㍑× 
(同排出係数 2.52 
 Kg-CO２/㍑) 
=79,909 Kg-CO２/t} 

／4,494ｔ 
＝17.78 Kg-CO２/ｔ 

基準値の維持 
 
17.78 Kg-CO２/ｔ 
 
 
 
 
 

基準値の維持 
 
17.78 Kg-CO２/ｔ 
 
 
 
 
 

基準値の維持 
 
17.78 Kg-CO２/ｔ 
 
 
 
 
 

①積み替場担当者は、アイドリングストップ・空ふ
かしの禁止等により、重機・ユンボの燃料を削
減、また、燃料消費削減に関して実施したこと、
気のついたことを帳票「AER 22103 積替一致時保
管場作業日報」の空欄に記載、総務責任者に報告
する 

②総務責任者は①の内容をチェック、必要に応じと
りまとめ、効果のありそうな内容は全積替場担当
者へ周知、実行させる 

積替一時保管場
責任者 
総務責任者 
／積替一時保管
場担当者 

４. 営業等車両燃料か
ら排出される CO２

排出量の維持 
  

（令和３年度実績並み） 
 
3,833 ㍑×(排出係数
2.32 Kg-CO２/㍑) 
＝8,892 Kg-CO２ 

 
丸め→9,000 Kg-CO２ 

基準値の維持 
 
9.000 Kg-CO２ 
 
 

基準値の維持 
 
9.000 Kg-CO２ 
 

基準値の維持 
 
9.000 Kg-CO２ 

①営業・通勤に社用車を使用する者は、アイドリン
グストップ等のエコドライブを推進、及び計画的
な営業の展開により、車の燃料を削減、また、燃
料消費削減に関して実施したこと、気のついたこ
とを総務責任者へ報告 

②営業責任者は①の内容をチェック、必要に応じと
りまとめ、効果のありそうな内容は社用車使用者
へ周知、実行させる 

営業責任者 
／営業担当者 

５. 購入電力を作り出
した時に排出され 

  る CO２排出量の維
持  

（令和２年度実績） 
22,665Kwh× (排出係
数 0.349Kg-CO２/Kwh) 
＝7,910 Kg-CO２ 
 
 

基準値の維持 
 
 
7,910 Kg-CO２ 
 
 

基準値の維持 
 
 
7,910 Kg-CO２ 
 
 

基準値の維持 
 
 
7,910 Kg-CO２ 
 
 

①各担当者は冷暖房機器設定温度の適正化、事務所
内が過剰に温度上昇しないように遮光する、コピ
ー機等の節電実施、非作業時の蛍光灯の消灯等”
節電に努め、これに関して実施したこと、気のつ
いたことを総務責任者へ報告する 

②総務責任者は購入電力量の削減に関して実施した
こと気のついたことを必要に応じとりまとめ、効
果のありそうな内容は全社員へ周知、実行させる 

総務責任者 
／その他全社員 

６. 産業廃棄物中のリ
サイクル率の維持 
リサイクル率 
＝拾集された有価
物量／積替一時保
管場に搬入された
廃棄物量 

130ｔ/4,705=2.5％ 
（平成 26 年度実績） 
152ｔ/4,458=3.4％ 
（平成 27 年度実績） 
176ｔ/4,193=4.2％ 
（平成 28 年度実績） 
上記３年度の平均 
＝３.５％ 

基準値の維持 
 
３.５％ 
 

基準値の維持 
 
３.５％ 
 

基準値の維持 
 
３.５％ 
 

・積替一時保管場責任者は有価物の拾集作業の完全
実施を作業員へ指導、実施させ（OJT）、出来なか
った場合は帳票「AER 22103 積替一時保管場作業
日報」にその旨記録するとともに、その改善案を
検討、効果のありそうな対策を作業員へ指示、指
導、実行させる 

 

積替一時保管場
責任者 
／積替一時保管
場担当者 

 代表取締役社長 管理責任者 
計画 2022/12/24 柏原 義信 2022/12/24 柏原 義明 

同上再承認 2023/ 6/ 1 柏原 義明 2023/ 6/ 1 柏原 義明 
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７. グリ－ン購入品目
の拡大 

 

グリーン購入品目 
数 ＝ ５ （ コ ピ ー 用
紙、マニュフェスト
印 刷 機 器 の カ ー ボ
ン、フラットファイ
ル、封筒、クリップ
ボード） 
（平成 23 年度実績） 

品目数の８個増加 
 
計 13 品目 
 

品目数の８個増加 
 
計 13 品目 
 

品目数の８個増加 
 
計 13 品目 
 

①総務部の購買担当者は、事務所のコピー機等機器
の購入（リースを含む）、文房具等の購買に際し
て可能な限り、エコマーク製品（再生紙など）、
製造にあたっての環境配慮品、カーボンオフセッ
ト製品などを選定、グリーン購入を実施し、その
グリーン購入した品目数を計数・管理する 

②総務部責任者は、全ての購入に際して、グリーン
購入製品を十分選定したか否かをチェックする。
それらが十分でないと判断された場合は、総務部
の購買担当者へ指導、グリーン購入に努めさせる 

総務責任者 
／総務担当者 

８. お客様満度の向上 
「ａ納期、ｂ技術、 
ｃ対応、ｄ管理」 
の[満足～やや満足] 
の割合｝」 

お客様満足度 
ａ納期 93％ 
ｂ技術  95％ 
ｃ対応  90％ 
ｄ管理  97％ 

お客様満足度 
ａ納期 97％以上 
ｂ技術  97％以上 
ｃ対応  97％以上 
ｄ管理  97％以上 

お客様満足度 
ａ納期 97％以上 
ｂ技術  97％以上 
ｃ対応  97％以上 
ｄ管理  97％以上 

お客様満足度 
ａ納期 97％以上 
ｂ技術  97％以上 
ｃ対応  97％以上 
ｄ管理  97％以上 

・当社の環境経営システム（以下ＥＭＳ）を適切に
運用・実行する 

 

総務責任者 
／総務担当者 

９. 産業廃棄物の収集
運搬時の環境保全
の推進 

①収集積込完了時の
清掃の 100％実施 

②収集運搬時のゴミ
類の落下・飛散防
止の実施 

①、②の 100％実施 ①、②の 100％実施 ①、②の 100％実施 ①収集積込完了時の清掃の実施 
②収集運搬時にゴミ類の落下・飛散防止の為ビニー
ルシートで覆いそのビニールシートをロープ・ゴ
ムひも等で完全に縛ることの実施 

運輸責任者 
／運輸担当 

10. 積替一時保管中の
環境保全の推進 

達成手段に示した環
境保全①～④100％実
施 

①～④の 100％実施 ①～④の 100％実施 ①～④の 100％実施 ①積替（分別・一時保管）中の散水による粉塵防止
(適時実施) 

②搬入・搬出車両のタイヤ洗浄(100％実施） 
③積替一時保管場前面道路側溝集合マスの定期的チ
ェック（１回／月以上）及び洗浄（必要時、適
時） 

④周辺環境のチェック（強風時、野草の繁茂時等随
時） 

積替場一時保管
責任者 
／積替一時保管
場担当者 

11. 収集運搬車の燃費
の維持 

各車種の平均燃費 
（平成 26 年度実績 
 ただし、１０ｔ大
型ダンプのみは、
令和元年度下期実
績） 

基準値の維持 基準値の維持 基準値の維持 ①運輸担当者はアイドリングストップ等のエコドラ
イブを推進、給油時にその量と走行距離及び燃料
消費削減に関して実施したこと、気のついたこと
を帳票「AER 22104 運転日報」に記録する 

②運輸責任者は①の内容をチェック、各車輌の燃費
（走行距離：km／㍑）を算出するとともに、燃費
向上に効果のありそうな内容があれば取りまと
め、各運輸担当者へ周知、実行させる 

 

運輸責任者 
／運輸担当者 

・２ｔダンプ 
 ＝7.28 km／㍑ 

 
7.28 km／㍑ 

 
7.28 km／㍑ 

 
7.28 km／㍑ 

・２ｔｸﾚｰﾝ付ダンプ 
 ＝3.4 7km／㍑ 

 
3.47km／㍑ 

 
3.47km／㍑ 

 
3.47km／㍑ 

・３ｔ脱着装置付 
コンテナ専用車 

  ＝6.87 km／㍑ 

 
 
6.87 km／㍑ 

 
 
6.87 km／㍑ 

 
 
6.87 km／㍑ 

・４ｔ脱着装置付 
コンテナ専用車 
＝4.87 km／㍑ 

 
 
4.87 km／㍑ 

 
 
4.87 km／㍑ 

 
 
4.87 km／㍑ 

・１０ｔ大型脱着装
置付コンテナ専用
車＝2.15 km／㍑ 

 
2.15 km／㍑ 

 
2.15 km／㍑ 

 
2.15 km／㍑ 

12.総排水量（地下水使
用量）の維持 

地下水使用量 300㎥ 
(平成 30年度実績） 
いずれも公共用水域 
への排水は無し 

基準値の維持 
 
地下水使用量 300㎥ 
 

基準値の維持 
 
地下水使用量 300㎥ 

基準値の維持 
 
地下水使用量 300 ㎥ 

・地下水は、主として積替一時保管場の防塵のための散
水、産業廃棄物の搬入・搬出運搬車のタイヤ洗浄のた
め使用される。これらの過剰な使用禁止を積替一時保
管場担当者へ周知、徹底させる 

積替一時保管場責
任者 
／積替一時保管場
担当者 

－.化学物質使用量 化学物質（PRTR 制度
対象物質）は、一切
使用していません。 

－ － － － － 
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■計画の実施（Do） 
Ⅵ.環境経営計画に基づき実施した取組内容 令和４年度（2022年 5月～2023年 4月） 

■取組状況の確認及び評価（Check） 
Ⅶ.環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価令和４年度（2022 年 5 月～2023 年 4 月）、 

次年度の環境経営目標及び環境経営計画 令和５年度（2023年 5月～2024年 4月）  

 
 
 

 管理責任者 部門責任者 

環境経営目標の計画 2022/10/ 1 
柏原 義信 

2022/10/ 1  
柏原、深沢 

同上再承認 2023 /6/ 1 

柏原 義明 

2023 /6/ 1 

 柏原、深沢 

環境経営計画に基づき実

施した取組内容、環境経
営目標及び環境経営計画
の実績・取組結果とその

評価、次年度の環境経営
目標及び環境経営計画 

2023/12/1 

柏原 義明 

2023/12/1 

柏原、深沢 

 
Ⅶ.環境経営目標の実績 

 
 Ⅵ.環境経営計画に基づき実施した取組内容 

 
Ⅶ-1.環境経営計画の取組結果とその評価 

 

Ⅶ-2.次年度の環境経営
目標及び環境経営計画 

 環境経営目標 
 

計画責任者 
／担当者 

単位 

基準値 
(記述が無い
場合、基準
値は平成 20 
年度実績） 

令和４ 
年度環 
境目標 

令和４ 
年度 
実績 

達成度 
(実績／ 
目標値) 

達成の判定 
目標値が基準値より増の場合： 
× 達成度 1≦○ 
目標値が基準値より減の場合： 
○≦達成度 1< 
× 

1.産業廃棄物の収
集運搬量の増大 

 
 
  
備考（環境活動計画 

／目的の達成手段） 

“新規お客様を月４ 

件以上獲得 

営業責任者 
／営業担当者 
 

ｔ 
 

11,505 
 

17,258 
 
基準値の
50％増加 
 

13,258 
 

13,258 
／17,258 
＝０.７７ 

 
 

× 
 

 

「産業廃棄物の収集運搬量」は 13,258ｔと目標値 17,258
ｔを約 23％下回り、目標を達成出来なかった。 
 ただし、昨年度実績 13,242ｔと比較すると 0.１％とわず
かであるが上回り、日本のみならず一昨年度来全世界を襲っ
た新型感染症コロナの大蔓延に伴う建設業界の大不況の影響
下では、相当の成果といえ、「環境経営計画＝目標の達成手
段」“新規お客様を月４件以上獲得”の実績が、月平均で
4.7件/月（56 件／年間）と目標の月 4 件を上回り、これま
での最大であった昨年度の 4.6 件/月（55 件／年間）をも上
回った取組の成果と評価される。 

今年度実績を踏まえ、
目標を本年度と同じ「基
準値の 50％増加(17,258
ｔ)」とする。 
このため、「環境経営

計画＝目標の達成手段」
の“新規お客様を月４件
以上獲得”を誠意実施し
営業に努め、目標達成を
目指す。 

       

２.収集運搬車両
燃料から排出さ
れる CO２排出量
の削減 

{ただし、CO２排出量を収集
運搬量で除した収集運搬の効
率への換算が必要} 

 
 

運輸責任者 
／運輸担当者 
 

Kg-CO２/ｔ 
 

17.17 
 

10.47 
 
基準値の
39％削減 

11.49 
 

 
 

11.60 
／10.47 
＝1．１１ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

× 
 
 
 

 収集運搬車両燃料から排出される CO２排出量は、11.60 
Kg-CO２/ｔと目標値 10.47Kg-CO２/ｔを約 11％上回り目標を
達成出来なかった。 

しかし、目標値 10.47 Kg-CO２/ｔは昨年度に引き続き目標
の基準値の 39％削減という高い目標であり、今年度の実績
11.60 Kg-CO２/ｔは平成 20 年度実績の基準値 17.17 Kg-CO２/
ｔから見ると約 32％の削減にあたる。一方、一昨年度来全
世界を襲った新型感染症コロナの大蔓延に伴う建設業界の大
不況の影響により、昨年度に引き続き収集運搬量の減少が続
いていることから収集運搬作業の効率低下も考えられる。 

したがって、「環境活動計画＝目標の達成手段」“①運輸担
当者はアイドリングストップ等のエコドライブを推進、給油
時にその量と走行距離及び燃料消費削減に関して実施したこ
と、気のついたことを帳票「AER 22104 運転日報」に記録
する、②運輸責任者は①の内容をチェック、各車輌の軽油使
用量当たりの走行距離を算出、燃料消費削減状況とそれらに
効果のありそうな内容について取りまとめ、全運輸担当者へ
周知、実行させる、③収集運搬車の配車計画を適切に計画す
る”は例年どうり実施され、それなりの成果（平成 20 年度
実績の基準値 17.17 Kg-CO２/ｔから見ると約 33％の削減）
があったと評価される。 

 一昨年度からの実績を
踏まえ、目標値を今年度
と同じ基準値の 39％削
減の 10.47 Kg-CO２/t の
維持とする。 
このための「環境経営

計画＝目標の達成手段」
は今年度と同じ備考欄の
①～③とし、さらに徹底
実施に努め、目標達成を
目指す。 

軽油使用量 
排出係数 
CO２排出量 
収集運搬量 
効率 

㍑  
Kg-CO２/㍑ 
Kg-CO２ 

ｔ 
Kg-CO２/ｔ 

76,573   
2.58   

197,558   
11,505   
17.17  

 
 
 

59,606 
 2.58  

153,783 
13,258 
11.60 

備考（環境活動計画／目的の達成手段) 
①運輸担当者はアイドリングストップ等のエコドライブを推進、給油時にその量と走行距離及び燃料消費削減に関して実施した
こと、気のついたことを帳票「AER 22104 運転日報」に記録する 

②運輸責任者は①の内容をチェック、各車輌の軽油使用量当たりの走行距離を算出、燃料消費削減状況とそれらに効果のありそ
うな内容について取りまとめ,全運輸担当者へ周知、実行させる 

③収集運搬車の配車計画を適切に計画する 
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３. 重機用燃料か 
ら排出される 
CO２排出量の 
維持 
{ただし、CO２排出量を積替一
時保管場への産業廃棄物の搬
入量で除した効率への換算が
必要} 

積替一時保管場責任者 
総務責任者 
／積替一時保管場担当者 

Kg-CO２/ｔ 
 

17.78 
 
（平成 30 年 

度実績） 

17.78 
 
基準値の
維持 

18.43 
 

 

14.70 
／17.78 
＝０.８３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ 
 
 
 
 
 

重機用燃料から排出される CO２排出量実績 18.45 Kg-CO２/
ｔと基準値（平成 30年度実績 17.78 Kg-CO２/ｔ）を約 17％
下回り、目標を達成出来た。 
 今年度は基準となる平成 30 年度と比較して、効率の分子 
となる軽油の使用量は 798 ㍑、2,060 Kg-CO２ 増加したが
（約 3％の増加）、GTL燃料はこれを使用する重機の更新があ
り使用量が無し（CO２排出量も無し）となり、その差 2,022
㍑、5,095 Kg-CO２ 減少して、実質 1,224㍑、3,035 Kg-CO２ 

の減少（いずれも約 4％の減少）となった。更に効率の分母
となる積換・一時保管場への搬入量が基準の平成 30年度よ
り約 16％増加（5,230ｔ/4,494ｔ）したことによる。 

これらは、「環境活動計画＝目標の達成手段」“①積み替場
担当者は、アイドリングストップ・空ふかしの禁止等によ
り、重機・ユンボの燃料を削減、また、燃料消費削減に関し
て実施したこと、気のついたことを帳票「AER 22103 積替
一致時保管場作業日報」の空欄に記載、総務責任者に報告す
る、②総務責任者は①の内容をチェック、必要に応じとりま
とめ、効果のありそうな内容は全積替場担当者へ周知、実行
させる”は例年どおり熱心に実施したこと及び営業担当者の
積換・一時保管場への搬入に関する成果と判断、評価され
る。 

 今年度の実績及びその
環境活動計画の取組結果
とその評価を踏まえ、来
年度目標を当初計画どお
り、「平成 30 年度の実績
17.78 Kg-CO２/ｔの基準
値維持」とする。 
このため、「環境経営

計画＝目標の達成手段
①、②を来年度も誠意実
施し、目標達成を目指
す。 

燃料使用量①(軽油) 
排出係数①（〃） 
CO２排出量①（〃） 
燃料使用②(SAB) 
排出係数②(〃) 
CO２排出量②（〃） 
燃料使用量③(GTL) 
排出係数③(〃) 
CO２排出量③（〃） 
CO２排出量(①～③） 
積替一時保管場への産業廃棄物の搬入量 
効率 

㍑ 
Kg-CO２/㍑ 
Kg-CO２ 

㍑ 
Kg-CO２/㍑ 
Kg-CO２ 

㍑ 
Kg-CO２/㍑ 
Kg-CO２ 
Kg-CO２ 

ｔ 
Kg-CO２/ｔ 

28,998    
2.58    

74,814    
2,022    
2.52    
5,095    

 
 
 

79,909    
4,494   
17.78 

 
 
 
 

29,796  
    2.58  
76,874 

  
  
  
 

     
 

76,874 
5,230 
14.70 

 
備考（環境活動計画 

／目的の達成手段) 
①積み替場担当者は、アイドリングストップ・空ふかしの禁止等により、重機・ユンボの燃料を削減、また、燃料消費削減に関 
して実施したこと、気のついたことを帳票「AER 22103 積替一致時保管場作業日報」の空欄に記載、総務責任者に報告する 

②総務責任者は①の内容をチェック、必要に応じとりまとめ、効果のありそうな内容は全積替場担当者へ周知、実行させる 
４. 営業等車両 
 燃料(ガソリン) 

から排出される 
CO２排出量の 
削減 

営業責任者 
／営業担当者 
 

Kg-CO2 9,000 
 
（令和３年 
度実績並) 

9,000 
 

基準値の
維持 

8,309 8,470 
/9,000 
＝０.９４ 
 

○ 営業等車両燃料から排出される CO２排出量実績は、
8,470Kg-CO２と基準値（令和３年度実績並の 9,000 Kg-CO２）
を約６％下回り、目標を達成。 

これは、「環境活動計画＝目標の達成手段」“アイドリング
ストップ等のエコドライブ”及び“計画的な営業の展開”
を、例年以上熱心に実施した取組成果と評価される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 今年度の実績及びその
環境活動計画の取組結果
を踏まえ、来年度は「今
年度と同じ令和３年度実
績並みの 9,000 Kg-CO２
（以下、基準値）とし、
この基準値維持を目標」
とする。 
このため、「環境経営

計画＝目標の達成手段」
は今年度と同じとし、さ
らに徹底実施に努め、目
標達成を目指す。 

営業等車両燃料 
使用量 
排出係数 
CO２排出量 

 
㍑ 

Kg-CO２/㍑ 
Kg-CO２ 

 
3,833 
2.32 
8,892 

  
3,651 
2.32 
8,470 

備考（環境活動計画／目的の達成手段) 
①営業・通勤に社用車を使用する者は、アイドリングストップ等のエコドライブを推進、及び計画的な営業の展開により、車の 
燃料を削減、また、燃料消費削減に関して実施したこと、気のついたことを総務責任者へ報告 

②営業責任者は①の内容をチェック、必要に応じとりまとめ、効果のありそうな内容は社用車使用者へ周知、実行させる積み替 
 場担当者は、アイドリングストップ・空ふかしの禁止等により、重機・ユンボの燃料を削減、また、燃料消費削減に関して実 
施したこと、気のついたことを帳票「AER 22103 積替一致時保管場作業日報」の空欄に記載、総務責任者に報告する 

５. 購入電力から
排出される CO２

排出量の維持 

総務責任者 
／全社員 
 

Kg-CO２ 
 

 

7,910 
(令和２年 
度実績) 

7,910 
基準値の
維持 

8,297 
 

8,277 
／7,910 
＝１．０５ 

 
× 

購入電力量実績が基準値（令和２度実績 7,910 kg-CO2を 
約５％回る 8,277 kg-CO2 と基準値維持の目標を達成出来な
かった。 

目標を達成出来なかったのは、電力２、すなわち本社の積
替・一時保管場の夜間等の照明に使用している電力の CO２

排出量が大幅に増加した（令和３年度 1,230 kg-CO2 から今
年度 1,888 kg-CO2 と 658 kg-CO2増加）ことなどによる（電
力１、すなわち本社のエアコン、汲み上げポンプに使用して
いる電力も令和３年度 3,584 kg-CO2 から今年度 3,843 kg-
CO2 と 259 kg-CO2 増加）。これら電力の増加の原因の詳細は
まだ不明であり、現在も検討中である。 

ただし、電力 3（駐車場の電力使用）は、ほとんど変化が
なかった。これらから「環境活動計画＝目標の達成手段」
“①各担当者は冷暖房機器設定温度の適正化、事務所内が過
剰に温度上昇しないように遮光する、コピー機等の節電実
施、非作業時の蛍光灯の消灯等”節電に努め、これに関して
実施したこと、気のついたことを総務責任者へ報告する、②
総務責任者は購入電力量の削減に関して実施したこと、気の
ついたことを必要に応じとりまとめ、効果のありそうな内容
は全社員へ周知、実行させる”は例年どおり実施され、相当
の成果があったと評価される。 

 今年度の実績及びその
環境活動計画の取組結果
とその評価を踏まえ、来
年度目標は当初計画通
り、「7,910 Kg-CO２の基
準値維持」とする。 
このため、「環境経営

計画＝目標の達成手段」
の①、②は今年度と同じ
とし、さらに徹底実施に
努め目標達成を目指す。 

購入電力量 
排出係数 
CO２排出量 

Kwh 
kg-CO２/ Kwh 
kg-CO２ 

22,665    
0.349    
7,910    

 
 
 

23,717  
0.349    
8,277  

備考（環境活動計画／目的の達成手段) 
①各担当者は冷暖房機器 
 設定温度の適正化、事務所内が過剰に温度上昇しないように遮光する、コピー機等の節電実施、非作業時の蛍光灯の消灯等”
節電に努め、これに関して実施したこと、気のついたことを総務責任者へ報告する 

②総務責任者は購入電力量の削減に関して実施したこと、気のついたことを必要に応じとりまとめ、効果のありそうな内容 

は全社員へ周知、実行させる 
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６.産業廃棄物中
のリサイクル率
の維持 

積替一時保管場責任者 
／積替一時保管場担当者 

％ 
 
 

3.5 
３ヶ年度の
平均値 

３.５ 
基準値の
維持 

１.９ 
 
 

3.0／3.5 
＝０.８６ 
 

 
× 
 

リサイクル率の実績は３.０％で、基準値（3.5％）維持
の目標を約１４％下回り、昨年度に引き続き目標未達成 
（昨年度は実績 3.1％で 3.5 維持の目標を約 11％下回り目標
未達成）。 

「環境活動計画＝目標の達成手段」“積替一時保管場責任
者は有価物の拾集作業の完全実施を作業員へ指導、実施させ
（OJT）、出来なかった場合は帳票「AER 22103 積替一時保管
場作業日報」にその旨記録するとともに、その改善案を検
討、効果のありそうな対策を作業員へ指示、指導、実行させ
る”を例年どおり実施し努力したのに目標を出来なかったの
は、当社がリサイクル率の対象としているダンボール等の紙
類、金属くずは有価で再生業者が引取ってくれるため、当社
の主要な客先である建設業界が不況のこともあり、近年排出
者自身で分別し直接再生業者へ排出することも多くなり、産
業廃棄物中にリサイクル可能な金属、紙くず・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙが
年々大幅に少なくなってきていることが主要な原因かと考え
られる。 

今年度及び近年の実績
を踏まえ来年度は、当初
計画通り「基準値（H26
～28 年度の平均値） 
３.５％維持」を目標

とする。 
このため、「環境経営

計画＝目標の達成手段」
は今年度と同じとし、さ
らに徹底実施に努め目標
達成を目指す。 

（H26 年度） 
/令和 4年度 

 
（H27 年度） 
 
 
（H28 年度） 
 
 

ａ収集された有価物 
ｂ積替・一時保管場に搬入された産業廃棄物量 
リサイク率＝ａ／ｂ 
ａ収集された有価物 
ｂ積替・一時保管場に搬入された産業廃棄物量 
リサイク率＝ａ／ｂ 
ａ収集された有価物 
ｂ積替・一時保管場に搬入された産業廃棄物量 
リサイク率＝ａ／ｂ 

ｔ 
ｔ 
％ 
ｔ 
ｔ 
％ 
ｔ 
ｔ 
％ 

130 
4,705 
２.８ 

152 
4,458 
３.４ 

176 
4.193 
４.２ 

157 
5,230 
３.０ 

 

 

備考（環境活動計画／目的の達成手段) 
・積替一時保管場責任者は有価物の拾集作業の完全実施を作業員へ指導、実施させ（OJT）、出来なかった場合は帳票「AER 
22103 積替一時保管場作業日報」にその旨記録するとともに、その改善案を検討、効果のありそうな対策を作業員へ指示、指
導、実行させる 

７. グリ－ン購入
品目数の増大 
 

総務責任者 
／総務担当者 

グ リ － ン
購入 
品目数 

５ 
 

１３ 
 
品目数の
８個増加 
 

１４ 
 

14／13 
＝１.０８ 

 
○ 
 

 

今年度のグリ－ン購入品目数は昨年度と同じ１４品目と 
目標値(基準値５品目＋８品目＝１３品目)を達成出来たの
は、「環境活動計画＝目標の達成手段」“①総務部の購買担当
者は、事務所のコピー機等機器の購入(リースを含む)、文房
具等の購買に際して可能な限り、エコマーク製品（再生紙な
ど）、製造にあたっての環境配慮品、カーボンオフセット製
品などを選定、グリーン購入を実施し、そのグリーン購入し
た品目数を計数・管理する、②総務部責任者は、全ての購入
に際して、グリーン購入製品を十分選定したか否かをチェッ
クする。それらが十分でないと判断された場合は、総務部の
購買担当者へ指導、グリーン購入に努めさせる”を積極的に
推進した取組成果と評価される。 

今年度の実績を踏まえ
来年度は、当初計画通り
「グリ－ン購入品目数
を、今年度と同じ基準値
５＋８増加＝１３」とす
る。 このため、「環境
経営計画＝目標の達成手
段」は今年度と同じと
し、目標達成を目指す。 

グリ－ン購入の品目数 
（平成 23 年度実
績） 

品目数 ５ 
①ｺﾋﾟｰ用紙、②ﾏ

ﾆﾌｪｽﾄ印刷機器の

ｶｰﾎﾞﾝ、③ﾌﾗｯﾄﾌｧ

ｲﾙ、④封筒、 

⑤ ｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰ

ﾄﾞ 

１４ 
①ﾌﾗｯﾄﾌｧｲﾙ、②ｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ、③ｽﾃｨｯｸ

のり、④ﾀﾞﾌﾞﾘｸﾘｯﾌﾟﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、⑤速

乾ｼｬﾁﾊﾀ朱肉、⑥ﾘﾝｸﾞ式ﾌｧｲﾙ用ﾎﾟｹｯ

ﾄ、⑦ｺﾐｯｸｽｸﾘｯﾌﾟﾌｧｲﾙ、⑧ｶｯﾀｰﾅｲﾌｵﾗ

ﾝﾃ本体、⑨ﾄｲﾚお掃除ｼｰﾄ、⑩ﾏﾙﾁﾌﾟﾘ

ﾝﾀ用紙、⑪壁掛けｶﾚﾝﾀﾞｰ、⑫交換式

ｸﾘﾔｰﾌﾞｯｸ、⑬ｴｱｰｸｯｼｮﾝ非帯電性ﾀｲ

ﾌﾟ、⑭ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ MP 

備考（環境活動計画／目的の達成手段) 
①総務部の購買担当者は、事務所のコピー機等機器の購入(リースを含む)、文房具等の購買に際して可能な限りエコマーク製品（再生紙など）、 
製造にあたっての環境配慮品、カーボンオフセット製品などを選定、グリーン購を実施し、そのグリーン購入した品目数を計数・管理する 

②総務部責任者は、全ての購入に際して、グリーン購入製品を十分選定したか否かをチェックする。それらが十分でないと判断された場合は、総 
務部の購買担当者へ指導、グリーン購入に努めさせる・積替一時保管場責任者は有価物の拾集作業の完全実施を作業員へ指導、実施させる。（ 
出来なかった場合は帳票「AER 22103 積替一時保管場作業日報」にその旨記録するとともに、その改善案を検討、効果のありそうな対策を作業 
員へ指示、指導、実行させる 

 
８.お客様満足度 
 の向上 
 

総務責任者 
／総務担当者 

お客様満足度
＝[満足～やや満
足]の割合 

90～96 
 

97 以上 
 

 
 

  
 

お客様満足度は、各項目とも目標である｛お客様満足度＝
[満足～やや満足]の割合｝97％以上を達成出来た。 

目標を達成できたのは、「環境活動計画＝目標の達成手段」
“環境経営システム（ＥＭＳ）を適切に運用・実行する”を
適切に推進した取組成果と評価される。 
 

今年度の実績を踏ま
え、来年度も当初計画通
り、「各項目のお客様満
足 97％以上」を目標と
する。 

このための「環境経営
計画＝目標の達成手段」
は今年度と同じ、その適
切推進により今年度同
様、目標達成を目指す。 
 

 

ａ納期 ％ 
 

93 
 

97 以上 95/96 ×
100 
＝99 

99/97 
＝１.０２ 

 
○ 

ｂ技術 ％ 
 

95 
 

97 以上 93/96 ×
100 
＝97 

97/97 
＝１.００ 

 
○ 

ｃ対応 
 

％ 
 

90 
 

97 以上 96/96 ×
100 
＝100 

100/97 
＝１.０３ 

 
○ 

ｄ管理 ％ 
 

96 
 

97 以上 94/96 ×
100 
＝98 

98/97 
＝１.０１ 

 
○ 

備考（環境活動計画／目的の達成手段) 
・当社の環境経営システム（以下ＥＭＳ）を適切に運用・実行する 

９.収集運搬時の 
  環境保全の推 
  進／備考欄の

100％実施 

運輸責任者 
／運輸担当者 

％ 100 
 

100 
 

100 100/100 
＝１.００ 

○ 「環境活動計画＝目標の達成手段」①、②を 100％実施し
ていることが「AER 22104 運転日報」で確認され、目標が
達成されたのは、有効な環境活動計画、取組成果と評価され
る。 

来年度も、当初計画通
り今年度と同様の目標と
し、「環境活動計画＝目
標の達成手段」①、②の
完全実施に努め、目標達備考（環境活動計画／目的の達成手段) 

①収集積込完了時の清掃の実施 
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②収集運搬時にゴミ類の落下・飛散防止の為ビニールシートで覆いそのビニールシートをロープ・ゴムひも等で完全に縛ることの実施 成を目指す。 

10.積替一時保管
中の環境保全の
推進 
備考欄の 100％ 
実施 

積替一時保管場責任者 
／積替一時保管場担当者 
 

％ 100 
 

100 
 

100 100/100 
＝１.００ 

 
○ 

 

「環境活動計画＝目標の達成手段」①、②を 100％実施し
ていることが「AER 22103 積替一時保管場日報」で確認さ
れ、目標が達成されたのは、有効な環境活動計画と評価され
る。 
  
 

来年度も、当初計画通
り、年度と同様の目標と
し、「環境活動計画＝目
標の達成手段」①～④の
完全実施に努め、目標達
成を目指す。 

備考（環境活動計画／目的の達成手段） 
①積替一時保管中の散水による粉塵防止(適時実施) 
②搬入・搬出車両のタイヤ洗浄(100％実施） 
③積替一時保管場前面道路側溝集合マスの定期的チェック（１回／月以上）及び洗浄（必要時、適時） 
④周辺環境のチェック（強風時、野草の繁茂時等随時） 

11.収集運搬車の
燃費向上 

 

運輸責任者 
／運輸担当者 

単位 平成 26 年度
実績 

基準値 
の維持 

 
  

昨年度に引き続き、２ｔ小型ダンプ、２ｔクレーン付きダ
ンプ、３ｔ脱着装置付コンテナ専用車、４ｔ脱着装置付コン
テナ専用車、１０ｔ脱着装置付コンテナ専用車の全車種で、
実績／基準値が１.０１～１.２５と、基準値の維持の目標を
達成できた。 

これは、「環境活動計画＝目標の達成手段」“備考欄の①、
②”をしっかり推進してきた取組成果と評価される。 

特に、１０ｔ脱着装置付コンテナ専用車は、この実績／基
準値が１.２５と基準値を約２５％も上回り、評価される。 

 
 

 今年度の実績及びその
環境活動計画の取組結果
とその評価を踏まえ、来
年度の収集運搬車の燃費
目標を当初計画通り基準
値の維持とする。 
これら基準値維持の目

標について、今年度同様
「環境活動計画＝目標の
達成手段」①、②に努
め、達成を目指す。 

２ｔ小型ダンプ 
 

Km／㍑ 7.28  7.28  7.37 
 

7.37/7.28 
＝１.０１ 

○ 

２ｔクレーン付きダ
ンプ 

Km／㍑ 3.47 3.47 4.09 4.09/3.47 
＝１.１８ 

○ 

３ｔ脱着装置付 
コンテナ専用車 

Km／㍑ 6.87 6.87 7.42 
 

7.42/6.87 
＝１.０８ 

〇 

４ｔ脱着装置付 
コンテナ専用車 

Km／㍑ 4.87 4.87 5.04 5.04/4.87 
＝１.０３ 

〇 

１０ｔ脱着装置付 
コンテナ専用車 

Km／㍑ 2.15 2.15 2.68 
 

2.68/2.15 
＝１.２５ 

〇 

備考（活動計画／達成手段） 
①運輸担当者はアイドリングストップ等のエコドライブを推進、給油時にその量と走行距離及び燃料消費削減に関して実施したこと、気のついたことを運転日報に記録 
②運輸責任者は①の内容をチェック、各車輌及び各車輌及び各車種別の燃費（走行距離 km/燃料使用量㍑）を算出、とれらに効果のありそうな内容について取りまとめ、各運 
輸担当者へ周知、実行させる 

12.地下水使用量の
維持 

 
 
 
 
 
 

積替一時保管場責任者 
／積替一時保管場担当者 

㎥ 300 
平成 30年度 
実績 
 
公共用水域 
への排水は 
無し 

300 300＞ 300＞/300 
＝１.００＞ 

○  地下水使用量（300㎥）の維持の目標を達成出来た（地下 
水の汲み上げ、他に使用する電力購入量（電力２）が概ね 
年々減少していることから（今年度実績 11,014Kwh、昨年度 
実績 10,270Kwh、一昨年度実績 10,799 Kwh、一々昨年度実績 
12,436 Kwh）しておることから、「地下水汲み上げ量＝地下 
水使用量 300 ㎥(平成 30 年度実績)＞と類推。 

これは、「環境活動計画＝目標の達成手段」“積替場の防 
塵のための散水、収集運搬車のタイヤ洗浄のため使用の過剰
使用を積替一時保管場作業員に周知、徹底させる”に努めた
取組成果と評価される。 
 

 今年度の実績及びその
環境活動計画の取組結果
とその評価を踏まえ、来
年度の地下水使用量の目
標は当初計画どおり基準 
値 300 ㎥の維持とし、 
今年度同様の達成手段に 
努め、目標達成を目指
す。 

 

備考（活動計画／達成手段） 
・地下水は、主として積替一時保管場の防塵のための散水、産業廃棄物の搬入・搬出運搬車のタイヤ洗浄のため使用される。これらの過剰な使用禁止を積替一時保管場担当者へ周知、 

徹底させる 

 



- 12 - 
 

 
Ⅷ. 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、提訴等の有無  
 
令和４年度（2022 年５月１日～2023 年４月３０日）について、下表に示す環境関連法規等について全て順守しており、また、違反、提訴等は

一切ありません。 
表 順守した環境関連法規等の名称 

No 区分 法規制名称 順守する対象者、施設、物質､調査項目等 
 1 
 

大 気  
 

大気汚染防止法 ・自動車排出ガス（一酸化炭素、炭化水素、Pb、NOx、粒子状物質） 
道路運送車両法＊ ・自動車所有者 
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の
特定地域における総量の削減に関する特別措置法 

・車種規制 
（規制対象地：東京都、神奈川県など１都１府６県の大部分の都市、相模原市該当、規制対象車：普通トラック小型トラック、大型バス、マイクロバス、特殊自動車、ディーゼル乗用車の新車が対象） 

  特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律 ・特定特殊自動車の使用者 
３ 騒音・振動 騒音規制法 ・既に運行に供している自動車（加速走行、定常走行、近接排気騒音） 
４ 水質 浄化槽法 ・浄化槽によるし尿処理等（の義務） 

・浄化槽管理者 
７ 廃棄物リサイクル 

 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
第一章 総則 
第三条  

 
 

・事業者の責務 
第五条 

 
・土地又は建物の占有者（占有者がない場合には管理者） 
・建物の占有者 

第三章 産業廃棄物の処理 
第十一条 

 
・事業者の責務 

第十二条  ・事業者の処理 
[産業廃棄物]／法律による６種①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック、及び政令による 13 種①紙くず、②木くず、③繊維くず、④動植 

物性残さ、⑤ゴムくず、⑥金属くず、⑦ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、⑧鉱さい、⑨コンクリートの破片等、⑩動物のふん尿、⑪動物の死体、 

⑫ばいじん（以上①～⑫では対象とする業種等を限定）、⑬以上 18 種の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これら廃棄物に該当しないもの 

第十二条の三  ・産業廃棄物の管理票（マニュフェスト） 
第十二条の四  ・虚偽の管理票（マニュフェスト）の交付等の禁止 
第十四条  ・産業廃棄物処理業（産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者) 
第十四条の二  ・産業廃棄物処理業（産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者)変更の許可等 
第十四条の三の三  ・産業廃棄物処理業（産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者)名義貸しの禁止 
第十五条  ・産業廃棄物処理施設 
第十五条の二の三  ・維持管理 
第十五条の二の六  ・変更の許可等 

第四章 雑則 
第十六条  

 
・投棄禁止 

第十六条の二  ・焼却禁止 
第十六条の三  ・指定有害廃棄物の処理の禁止 
第十八条  ・報告の徴収 

相模原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 ・事業者の責務 
・占有者等（土地又は建物の占有者、占有者がいない場合は管理者） 
・産業廃棄物収集運搬業等（産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別産業廃棄物収集運搬業若しくは特別産業廃棄物処分
業） 
許可申請手数料 

循環型社会形成推進基本法 ・事業者の責務 
使用済自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイ 
クル法） 

・自動者の所有者の責務 
・自動車所有者 

特定家庭用機器再商品化法 ・消費者 
国等による環境物品等の調達の推進に関する法律 ・事業者及び国民の責務 
建設廃棄物処理指針 ・処理事業者≪管理・責務≫ 

９ 化学物質・危険物 相模原市火災予防条例 
 

・下記に示す指定可燃物等のうち綿花類等  
（綿花類 200kg、木毛及びかんなくず   400kg、ぼろ及びk紙くず    400kg、糸類 1000kg、わら類 1000kg、再生資源燃料 1000kg、可燃性個体類 3000kg 
石炭・木炭類 10000kg、木材加工品及び木くず   10ｍ3、合成樹脂類 発砲させたもの  20ｍ3、その他のもの 3000kg） 
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Ⅸ. 社長による全体の取組状況の評価と見直し・指示の結果（令和４年度：2022年５月～2023年４月） 

実施日 ２０２３年１２月１日 
出席者 代表取締役社長兼管理責任者 柏原義明、深澤、久々津 

検討有無 検討の項目名 提出資料名等 作成者 

○ ① 環境経営目標の達成状況、環境活動計
画の実施及び運用結果 

・「AER 22102 環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価、次年度の環境経営目標及び環境経営計画 
（令和４年度）、2023/12/1」 

環境管理
責任者 

○ ② 環境関連法規等の遵守状況 ・「AER 21051 環境関連法規等の遵守評価結果（令和４年度）上期 2022/11/1、下期 2023/12/1」 同上 
○ ③ 外部からの環境に関する苦情や要望等 ・「AER 22091 クレームを含む外部情報及び処置記録、（2022/10/31、2023/3/13）の２件 同上 
○ ④ 是正処置・予防処置の実施結果 ・対象期間（令和４年度：2022 年５月～2023 年４月）内には、是正処置・予防処置の対象となる「不適合あるいは潜在的不

適合」は一切なかった。したがって、「是正処置・予防処置の実施結果」は無し。 
同上 

○ ⑤ 外部監査（審査）結果 ・「エコアクショ２１ 第７回中間審査報告書、現地審査実施日 2022/10/26 同上 
○ ⑥ 環境経営システムの改善状況 ・「エコアクショ２１ 第７回中間審査、現地審査実施日 2022/10/26」における指摘に対処し、環境経営システムを以下の 

とおり修正、改善した（以下の〇付番号は文書類の番号、“”内は指摘内容）。 
① 環境経営レポート 
“誤字の修正” 発効日→発行日 

② 環境関連法規などのとりまとめ（一覧表等）（要求事項 5） 
 “EA21 では、環境関連法令一覧表を最新のものを維持することが求められます。最新版の確認日は？” 

  →「環境関連法規等の遵守評価結果（令和３年度）」に最新の検討環境関連法令として「特定特殊自動車排出ガス規制等
に関する法律」を追加、確認日は上期の順守状況評価日の2021/12/25」。その他最新の検討環境関連法令として「フ
ロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」も検討したが、その管理対象となる第
一種特定製品が当社に無いので同表には追加せず。 

⑦ 環境関連法規などの遵守状況の結果（要求事項 13） 
 “「環境関連法規等の遵守評価結果（令和３年度）」では、EA→EC の誤記、項番⑨の重複等があります、修正を”  

  →「EC→EA」の修正、後者の項番⑨以降の項番を見直し修正した。 
 ⑭ 代表者による全体の取組状況の評価と見直し・指示の結果（要求事項14） 

“「社長による評価及び見直し（指摘・指示事項）」にて、「環境経営方針及びEMSの変更の必要性はない」と記載されて
いますが、EA21では「環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画、実施体制」についての変更の必要性の有無の
判断を求めています。特に今回は、「目標④営業車両燃料から排出されるCO2排出量の削減」について、来年度の基準
値と目標値の変更が報告されています。” 

  →「社長による評価と見直し（指摘・指示事項）」欄の第５項を、「・以上の今期の取組状況、成果からは判断すると、
環境方針、環境経営目標及び環境経営計画、実施体制の変更の必要性は無い。ただし、環境経営目標⑥営業車両燃料
から排出されるCO2排出量の削減については、営業担当者の欠員が続いていることから、当面来年度の目標値は今年度
並みに大幅削減するとのこと、結構である。」と修正。 

 ⑮ 環境への負荷の自己チェック表の結果（要求事項4） 
“「環境への負荷の自己チェック表（令和３年度：令和3年5月1日～令和4年4月30日）6.産業廃棄物」に、当社が排出者

となる汚泥と廃油の記載が漏れていませんでしょうか？” 
  →汚泥は、第７回中間審査の主たる審査対象となった当社の令和３年度中には、自社からの汚泥の排出は無かった｛た

だし、「環境関連法規等の遵守評価結果（令和３年度）」ｐ5/9の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条の三
（マニフェストの条項）」では、同期間後の令和4年5月25日に汚泥5,870kgの排出があり、それらのマニフェストが適
正に管理していることを明記してあり、審査後に作成された「環境関連法規等の遵守評価結果（令和４年度）上期
2022/11/1、下期2023/12/1」には同汚泥の排出を記載しました。 

  →廃油（産業廃棄物の収集運搬車両、積換え・一時保管場で使用する重機で使用するエンジンオイル類は、前者の多く
は毎年受ける車検の際にそれらの委託業者で交換されており、これらは「環境への負荷の自己チェック表（令和３年
度：令和3年5月1日～令和4年4月30日）9.資源使用量のオイル交換量として記載していた。 

   残りの自社で交換するエンジンオイル類は車検の際と比較して少量でかつ有価（マニフェスト等は無し）で排出して
いるため、審査時の「環境への負荷の自己チェック表（令和３年度）」ではぬけていた。「環境への負荷の自己チェッ
ク表（令和３年度）2022/12/1修正」では令和３年度中に購入されたエンジンオイル類は、9.資源使用量のオイル交換
欄に追記、有価で排出されたエンジンオイル類は、6.産業廃棄物の廃油の欄を追加、追記した。 

同上 
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 ⑥  環境パフォーマンスの実施状況 ・「当社ホームページ：http://atomplant.com、2012/7/10公開、最新更新 2023/12/1 
・「AED 30331 環境経営レポート（令和４年度）、2023/12/1」 

同上 

○ ⑦ 前回までの社長による全体の取組状況
及び取組状況評価と見直し・指示のフ
ォローアップ状況 

・「出来る限りの機会を糧にＥＭＳの更なる有効性を図れ」 
   →検討の項目名「⑥ 環境経営システムの改善状況」の右欄に同じ。 
・「目標の達成を図るよう努力せよ」 

→検討の項目名「① 環境経営目標の達成状況、環境活動計画の実施及び運用結果」の右欄の提出資料「環境目標の
実績並びに環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容（令和４年度）、2023/12/1」
参照 

・「運転中を含め作業中の事故防止に努めよ」 
→運転及び積替・一時保管作業中の事故防止に努めた結果、令和４年度中（2022 年５月～2023 年４月）事故は１件も
発生しなかった 

同上 

 社長による評価及び見直し（指摘・指示事項） 

環境方針、環境経
営目標及び環境経
営計画、実施体制
の変更の必要性 

・当社環境経営システム（ＥＭＳ）をエコアクション２１ 第１３回サーベランス審査結果に基づき改正、ＥＭＳ及びそのプロセスの有効性の改善を図ったこと、ご苦労
様。これからも出来る限りの機会を糧に、更なる有効性の改善を図れ。 

・産業廃棄物の収集運搬量は、13,258ｔと昨年度 13,242ｔ並みで目標値 17,258ｔを約 23％下回り、目標を達成出来なかった。 
これら低下は、本年度日本のみならず全世界を襲った昨年度からの新型感染症コロナの大蔓延に伴う建設業界の大不況の影響によるは当職もよく理解しており、この大災
害の中、当社の「産業廃棄物の収集運搬量」は約 23％減に抑えられたのは、全社員の努力のたまものと感謝している。 

・それ以外の目標も、ほとんどの項目で目標達成とのこと各担当者の努力の成果と評価する。若干の未達成項目を含め、来期にも達成出来るよう担当者始め各人努力せよ。 
・今期も収集運搬中を含め各種作業中の事故も無かったことは喜ばしい。来期も無いよう努力せよ。 
・以上の今期の取組状況、成果から判断すると、環境方針、環境経営目標及び環境経営計画、実施体制の変更の必要性は無い。 

(報告、指摘及び
指示事項のサイ
ン) 

 
 
２０２３年１２月１日                  代表取締役社長    柏原 義明 

 


	・「目標の達成を図るよう努力せよ」
	→検討の項目名「①　環境経営目標の達成状況、環境活動計画の実施及び運用結果」の右欄の提出資料「環境目標の実績並びに環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容（令和４年度）、2023/12/1」参照
	→運転及び積替・一時保管作業中の事故防止に努めた結果、令和４年度中（2022年５月～2023年４月）事故は１件も発生しなかった

